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●これまでの農林水産・食品分野の産学連携研究の推進により、一定の
研究成果が得られてきましたが、商品化・事業化につながるものは
必ずしも多くありません。また、農林水産・食品分野では、外部の組織
や異分野と連携した産学連携研究は一部にとどまっています。

●一方、海外においては、農林水産・食品分野と異分野が連携した
研究開発により、革新的な生産システムを構築することで産業の競争
力強化を図っており、特にオランダでは、我が国の九州地方とほぼ
同じ面積でありながら、農林水産物・食品輸出額は世界第2位の
規模を誇るなど実績を上げています。

●我が国においても、農林水産・食品産業の成長産業化を図り、国民が真に豊かさを実感できる社会の構築に
貢献するため、農林水産・食品分野と異分野との新たな連携により、知識・技術・アイデアを集積させ、革新的
な研究成果を創出し、商品化・事業化に導く新たな産学連携研究の仕組みづくりが求められています。

世界に誇る食の安全と美味しさを実現する技術を活かし、我が国の農林水産・

食品産業の成長産業化を通じて、国民が真に豊かさを実感できる社会を構築

するため、農林水産・食品分野と異分野の新たな連携により、革新的な研究成果を

生み出し、これをスピード感を持って新たな商品化・事業化に導く、新たな産学

連携研究の仕組みが求められています。

このため、各界の有識者から構成される「『知』の集積と活用の場の構築に

向けた検討会（座長：妹尾 堅一郎 特定非営利活動法人産学連携推進機構理事

長）」を立ち上げ、平成27年5月より議論を開始し、基本的な場のあり方について

検討を進め、昨年９月に「中間とりまとめ」を作成しました。中間とりまとめ以降、

シンポジウムの開催やアグリビジネス創出フェアへの出展等を通じて本事業に

関する情報発信を図ってきました。

更に、本事業が効果的に機能するかどうかを検証するとともに、平成28年度

からの事業の本格展開を図るため、昨年12月に「知」の集積と活用の場産学官

連携協議会（準備会）を立ち上げ、試行・実証の活動としてセミナー・ワーク

ショップ・ポスターセッションを開催しました。

これらを踏まえて、平成28年度からの「知」の集積と活用の場の本格展開に

向けた方向性を整理しました。

このパンフレットでは、その概要をご紹介します。

農林水産・食品分野における産学連携研究の現状と問題・課題1
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「オープン」
Openness

「協　創」
Collaboration

「貢　献」
Contribution

「知」の集積と活用の場
３つのオープン

n
「
Co

産学官に加え、生産者、金融、消費者、
非営利団体（NGO/NPO）等の多様な
人材が活躍する

多様なステークホルダーがオープンに
活発な情報交流を行う

公的資金に限らず、民間資金等の
多様な資金を柔軟かつ戦略的に
活用する

【 人 】

【情報（場）】

【 資 金 】

各参画者の特性や状況を踏まえつつ、
柔軟かつ戦略的に人、情報（場）、資金の
オープン化を促進します

技術、製品・商品・サービス、市場等
の新規立ち上げに向けて、多様な
ステークホルダーが参画し、活動が
現場・市場ニーズに根ざし、日本の
特徴であるチームワークを最大限
活かします

農林水産・食品産業の競争力強化、
豊かさを実感できる社会、国際
社会の持続的発展に貢献します

日本のイニシアチブ　安全・美味しさを実現する我が国の高い技術力・ノウハウを
　　　　　　　　　世界を巻き込んで日本のイニシアチブで国内外に展開します

「知」の集積と活用の場は、「人」、「情報（場）」、「資金」の３つを「オープン」にすることで、多様な参加者による
「協創」を促進し、農林水産・食品分野と異分野の融合を図り、農林水産・食品産業の競争力強化、国民が真に
豊かさを実感できる社会の構築及び世界に向けて「貢献」できる場を目指します。

「知」の集積と活用の場のコンセプト・目指す姿2

●農林水産・食品分野でオープンイノベーションを進めるためには、これまでの研究成果の蓄積を
最大限活かしつつ、既存の研究開発の枠を超え、「オープン（Openness）」、「協創（Collaboration）」、
「貢献（Contribution）」の3つの要素を備えた、新たな研究開発が求められます。

●このような新たな研究開発を実現する「場」と「機会」の創出の第一歩として、『「知」の集積と活用の場』
づくりを進めます。

「知」の集積と活用の場の基本的な考え方

「知」の集積と活用の場に参画する主な組織（又は個人）として、「生産者」、「民間企業」、「大学」、
「研究機関」、「金融機関」、「地方自治体」、「NGO/NPO」及び「消費者」等の方々を想定しています。
各参画者の皆様には、自身が持つ課題や技術・アイデア等を積極的に提供しつつ取組を行うことが
期待されます。また、場の成果は、参画者の個々の活動や事業にも還元されることが期待されます。

 「知」の集積と活用の場の参画者と主な役割
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「知」の集積と活用の場の全体構造（イメージ）

民間団体金融機関自治体研究機関大　学民間企業生産者

農林水産・食品分野の知識・技術・人材 異分野の幅広い知識・技術人材
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研
究

問題解決型
研究

プロデューサー人材
（又はチーム）生産者

食品メーカー等
流通企業等

大学・研究機関

工業系メーカー等

研究コンソーシアム

研究開発
プラットフォーム

産学官連携協議会

革新的な研究開発を行う場

プロデューサー人材（※）（又は
チーム）が、商品化・事業化に向
けた研究戦略を策定し、マネジ
メントする場

（※）民間等での研究開発を通じた商品化・
　　事業化の経験等を有する、研究開発
　　プラットフォームの執行責任者

多様な会員が集まり、会員の相
互交流を通じて研究開発プラッ
トフォームの形成を促進する場

中間とりまとめにおいて、「知」の集積と活用の場は、「産学官連携協議会」、「研究開発プラットフォーム」、
「研究コンソーシアム」の３層構造により構成することを想定しています。

●農林水産・食品分野と異分野の幅広い組織・人材を会員として、会員の相互交流や生産現場から消費に至る
様々な情報の交換を通じ、我が国の農林水産・食品産業にイノベーションを創出する新たな研究開発グループ
（研究開発プラットフォーム）の形成を促す組織です。

●「知」の集積と活用の場は、多様な
会員からの要望や相談、研究成果の
情報などが集まることが予想され、
これを的確にサポートする機能が
重要。

●会員等からの要望・問い合わせ等に
関する対応をするには「農林水産・
食品分野」、「異分野」の両方に関する
専門的な知識や関係機関との幅
広いネットワークが必要だが、現時点
では、それらをすべて兼ね備えた
組織や人材はなく、当面は関係機関
が有機的に連携しながら、会員の
サポートを行うことが必要。

役割・得意分野
●文献・研究情報等の提供
●農林水産・食品分野の文献情報
●農業・食品産業科学技術推進事業・委託
プロジェクト等、農林水産分野の研究成果

関係機関は会員等からの問い合わせに
適切に対応できるよう担当者の連携体制
などを整理。また、定期的に情報共有を
図る会議を開催する等により緊密に連携
を図ることを検討。

役割・得意分野
●協議会の会員の意見・ニーズを捉え、異分野
からの問い合わせ・相談に広く対応し、関係
組織の結節点として、会員や外部からの問い
合わせに丁寧に対応し、会員の関心や対応
結果に関する情報を蓄積

役割・得意分野
●農林水産・食品分野を中心としたコーディ
ネート活動
●農林水産・食品産業の技術に関する専門的
な知識・ノウハウの蓄積や生産現場との
つながり

「知」の集積と活用の場の３層構造の基本的役割の確認3

　【「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会】

産学官連携協議会会員

「知」の集積と活用の場
産学官連携協議会事務局

産学連携支援事業
【農林水産・食品分野のコーディネーター】

農林水産省
筑波産学連携支援センター

農林水産・食品分野の文献・
研究情報等の総合案内

会員同士の
紹介・交流

農林水産・食品分野の
人材・技術等の相談・連携

会員サポートの体制（イメージ）

産
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人

【【【【【農【農【農
用の場の場場場「「知」知」知」の「知
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●「知」の集積と活用の場産学官連携協議会では、農林水産・食品分野との
異分野の民間企業、生産者、大学、研究機関、金融機関、民間団体、自治体等が
活発な交流を通じて、研究開発プラットフォームの形成に向けて活動します。

●各会員の属性や特徴に応じて、他の会員との交流が活発に行われるよう、
事務局がサポートしつつ、全体の活動を推進することが重要です。

●協議会（準備会）は、平成27年12月の立ち
上げ後、平成28年３月現在で既に700近くの
生産者、民間企業、大学、研究機関、自治体等
が参画した組織体となっており、今後も増加
することが予想されることから、会員が場に
参画するメリットの水準が向上するよう常に
会員サービスの向上に努める必要があります。
協議会は、会員の相互の連携はもとより、会員
活動のサポートや未だ参画されていない異分
野・異業種の取り込みなどに取組み、「知」の
集積と活用の場が常に活気ある場であるよう
に努めなければなりません。

●会員及び研究開発プラットフォーム及び研究
コンソーシアムの活動状況を把握するとともに、
効果的な情報発信を行うことで、「知」の集積と
活用の場全体の活動の活性化を図ります。

●特に協議会においては、地方での開催も含め、
全国の各地域において「知」が集積・活用する
よう工夫されたセミナー・ワークショップの開催
等を通じて、①会員同士が有する明確な問題
意識と解決手段・アイデアを交換する活動
（コンビニ型）、②ある会員が抱える問題に対
して、他の会員がこれを解決に資する手段や
アイデアを提供する活動（化粧品売場型）、
③現時点では、問題や解決手段は必ずしも明確
ではないものの、会員との交流を通じて新たな
ビジネスモデル及び研究開発を創出する活動
（人生相談所型）が、それぞれ行われることが
期待され、協議会の会員は、この趣旨を十分
理解・共有した上で参加することが重要です。

●協議会では、会員の意見を集約する総会を
開催するとともに、総会で選任された理事で構成
される理事会を置き、会員の意見を集約・総括
します。また、理事会が選任した運営委員に
よる運営委員会を開催し、協議会の活動を
実務的に支援します。

●運営委員会は、研究開発プラットフォームの
プロデューサー人材を集めたプロデューサー
会議を開催し、各研究開発プラットフォームの
活動状況を共有し、適切な助言を行うことで、
協議会と研究開発プラットフォームの適切な
ガバナンスを構築します。

「知」の集積と活用の場　産学官連携協議会

「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会における会員間の活動

「知」の集積と活用の場　産学官連携協議会の体制（イメージ）

ニーズ・シーズ交換

支　援

研究開発への参画

会員交流を通じた新たなアイデア創出

問題解決の手段アイデアの提供

革新的技術の現場実証

農林水産・
食品分野の
民間企業

異分野の民間企業

革新的な
技術の導入に

積極的な生産者の
グループ

大学・研究機関 地方自治体

民間団体 金融機関

産学官連携協議会事務局

農林水産省 関係省庁

事務局（国から民間組織へ委託（28年度））

総会
会員全体で構成
会員の意見を集約

総会で選任された者で構成
会員の意見を総括

理事会が選任した者で構成
協議会の活動を推進し、
研究開発プラット
フォームへ助言

理事会

運営委員会

研究開発プラットフォーム

研究コンソーシアム

助言報告

プロデューサー人材
統括 指導

助言報告

プロデューサー人材
統括 指導

プロデューサー会議
（国も参加して会員の取り組みを推進）

（イメージ）
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　【研究開発プラットフォーム】

●研究開発プラットフォームは、協議会の会員のうち、一定の研究領域に関する問題意識や課題を共有し、既存の
研究開発のチームの壁を超えて、新たな研究開発の戦略づくりを行うグループです。

●研究開発プラットフォームにおいて、プロデューサー人材（又はチーム）を中心として、連携協定や研究戦略、
知財戦略等を作成することにより、効果的・効率的に研究開発を実施する研究コンソーシアムを形成するとともに、
研究コンソーシアムの成果を商品化・事業化に繋げる役割を果たします。プロデューサー人材は、後述の役割・
能力を有する者を研究開発プラットフォームの形成を目指す者が確保することを基本としますが、前述のとおり、
協議会が実施するプロデューサー人材の活動希望者との交流の場を通じて該当する人材の確保と連携が円滑に
行われるようにします。

●研究開発プラットフォームにおいて、基礎研究からの知見を活かし、応用から実用化に至る研究開発を推進する
場合には、基礎研究等について知見を有し、中立的な立場で関係者と連携することが可能な国立研究開発
法人等と連携を図ることが重要であり、各研究開発プラットフォームでは、可能な限り、国立研究開発法人等が
関与することが望まれます。

●協議会の会員グループが、研究開発プラットフォームを立ち上げる際には、協議会に活動目標、内容、構成員、
研究開発プラットフォームの運営に責任を持つプロデューサー人材（又はチーム）等を事前に協議会に届け
出ることとします。

　【研究コンソーシアム】

●研究コンソーシアムは、研究開発プラットフォームの戦略に基づいて、専門的技術・アイデアを持ち寄り、
革新的な研究開発を行うグループです。

●研究の内容やステージに応じて民間資金及び公的な研究開発資金を幅広く活用し、戦略的に研究開発を
進めます。なお、研究コンソーシアムの研究資金の獲得に関しては、協議会が関連事業の情報提供等を行う
こととしていますが、「知」の集積と活用の場は、革新的な研究開発を進めるため、自ら主体となって資源を
投入し、行動する者をサポートする場であり、最終的な研究資金の獲得は、研究コンソーシアムと事業の公募
主体によって決められることに留意する必要があります。

ポスターセッションの様子（イメージ） ワークショップの様子（イメージ）
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　「知」の集積と活用の場においては、主に研究開発プラットフォームに
おいて、研究戦略の策定から、商品化・事業化に至るまでの諸活動を
統括する執行責任者としてプロデューサー人材（又はチーム）を配置
することを想定しています。この人材の役割及び能力については、以下
のとおり整理されます。

　平成28年度からの事業の実施にあたっては、以下のような役割及び能力を持つ人材（又はチーム）をプロ
デューサー人材として支援することが望まれます。ただし、該当する人材を育成・確保する観点から、当面の間は、
これらの能力を満たす者だけに限らず、場の活性化に貢献する人材の活用を推進します。

｢知｣の集積と活用の場のプロデューサー人材（又はチーム）の
役割・能力について

4

研究開発プラットフォームにおいて、革新的な技術やアイデアの発掘から、
関係者のマッチング、知的財産を含む利害関係の調整、ビジネスモデルを踏ま
えた知財戦略や研究開発計画の作成、研究コンソーシアムに必要となる研究
開発費の調達、研究成果の迅速な発信など、事業の進捗管理に責任を負う人材
（又はチーム）とします。

役 割

能 力

人的ネットワークと商品化・事業化の実績
民間企業や大学・研究機関の研究者等との国内外を問わず豊富な人的ネットワーク等を有し、
産学連携研究を通じて、新たな商品化・事業化を主導的立場で実現した経験を有する。

農林水産・食品産業に対する理解と意欲
我が国農林水産・食品分野の現状や問題に強い関心を持ち、農林水産・食品産業の関係者と円滑な
連携を図りつつ、問題の解決と課題の達成を実現する高い意欲を有する。また、技術、資金、アイデア
など事業の推進に不足している要素を的確に見極め、これらを乗り越えながらプロジェクトを推進
する。

市場、技術、知財等に関する知見とビジネスモデル開発力
豊富な経験に裏打ちされた市場や技術、知的財産の適切な評価と分析を通じて、短期的な視点と
中長期的な視点の両方を備えて、望ましい産業の姿を描き、新たなバリューチェーンを構築する
ビジネスモデルの開発と研究開発ができる知見を有する。

研究開発の評価とマネジメント能力
研究開発及び商品化・事業化の進捗やリスクを評価しつつ、研究開発プラットフォーム及び研究コン
ソーシアムの適切なマネジメントができる能力を有する。更に、１つの取組から、単発の成果を出して
終わるのではなく、持続的に勝ち続ける技術を創出することができる。

公平・中立性の担保と地域に縛られない事業展開
社会の複雑性を理解した上で、既存の慣習や慣例にとらわれず、研究開発を通じた新たなビジネス
モデルの創出を目標の第１として、研究開発プラットフォーム及び研究コンソーシアムのメンバーに
対して公平・中立的な対応ができる。また、異分野の関係者に対し、交流の場と機会を提供し、相互の
理解と協力が得られるプロセスを踏んで連携を図ること、更に、特定の地域に縛られず、全国及び
グローバルな事業展開を見据えて、広く関係者と連携を図る用意がある。
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※上記に例示したもの以外にも、研究テーマや参画者の構成パターンによって、様々な研究パターンが想定される。

「知」の集積と活用の場で想定される研究開発のステージ

実際の研究開発のステージをパターン化すると、一般に基礎研究のレベルから商品化までは概ね10年以上、
実用化された技術シーズからでは概ね５年以上の期間を想定する必要があります。中長期に渡るこれら基礎～
応用～実用化までの研究ステージは、費用や設備等の制約から、主に大学や公的研究機関が中心的な役割を
果たしてきました。
一方、民間企業では、基礎から応用までの研究も一部では行われているものの、ほとんどが自社の製品・サービス
等の商品化・事業化に近い部分を中心として研究開発が行われています。「知」の集積と活用の場は、民間企業も
含めた多様な関係者の参画の下、スピード感を持って新たな商品・事業を継続的に生み出す仕組みであることから、
これらの趣旨に鑑みると、大学・公的研究機関等で基礎から応用程度までの研究開発ステージで生み出された
技術やノウハウを、民間企業等の商品化・事業化等に繋げるまでの間に位置する部分の研究開発を推進することが、
場のあり方として適当であると考えられます。当面は、中長期的なビジネスの展開も視野に入れつつ、継続的に成果を
生み出していく観点から、上記の研究開発ステージに該当し、３～５年程度で商品化・事業化に繋がる研究成果が
創出されるものをマッチングファンド方式の支援事業の主な対象として想定しています。

場で推進すべき研究レベル・ステージについて5
「知」の集積と活用の場で主に想定される研究開発ステージについて

研究
ステージ

基礎

応用

実用化

実証

主な
実施主体

研究開発のパターン

民
間
企
業
等

個別企業の
商品開発

３
年
程
度

３
年
〜
５
年
程
度

商品化・事業化につながる
基盤技術等の研究開発

「知」の集積と活用の場の
マッチングファンド方式事業で研究開発費の

支援対象とする研究ステージ※

困難な課題

困難な課題

商品化
・
事業化

大　

学

国　

研

公
設
試

生
産
者
等

商品開発
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高齢化や人口減少
による国内食市場の
縮小、担い手不足

多様な地域資源の
有効活用など農業農村の
新たな可能性

世界の食市場の拡大と
日本食への関心の高まり

⑨花き
（育種基盤整備、品質
保持輸送技術開発）

① 水田
（高収益性システム開発）
② 中山間水田
（持続性営農システム開発）
③ 北海道畑作
（高生産性営農システム開発）

④ 南九州・沖縄畑作
（高収益性営農システム開発）

⑦ 施設園芸
（次世代施設園芸モデル開発）

⑧ 果樹
（省力・早期成園技術開発）

⑩ 酪農
（省力・精密飼育管理システム開発）
⑪ 肉用牛
（効率的繁殖肥育システム開発）
⑫ 養豚・養鶏
（国産飼料フル活用モデル確立）
⑭ 森林・林業
（林産物新規需要開拓）
⑮ 水産業
（人工種苗量産技術開発）

⑤ 茶
（強みのある商品開発）

⑰ 輸出促進
（国別・品目別輸出
関連技術開発）

⑱食品安全・
動植物防疫
（安全性向上・
防疫技術開発）

⑥野菜
（加工業務用需要対応）

㉓健康長寿社会
（栄養・機能性
農林水産物・
食品供給技術開発）

㉕地域資源の活用
（新産業創出のための技術開発） ㉚農山村多面的機能を最大限発揮

（インフラ・森林の持続的整備・
利用・管理技術開発）

32国際研究
（地球規模の食料・
環境問題等に関する研究）

㉙資源循環型
農林漁業システム
（農山漁村に賦存する
多様な再生エネルギー活用）

㉗気候変動適応技術
（気候変動適応
技術開発）

㉛水産資源の
持続的利用
（海洋生態系と調和
した水産技術開発）

㉘ 防疫技術高度化
（省力・効果的防疫
資材開発）

㉒ 疾病・病害虫防止
（侵入・まん延防止
技術開発）

㉖ 世界に誇れる
強みのある農林水産物の開発
（DNAマーカー選抜育種技術や
ゲノム編集技術等を組合わせた
新たな育種技術開発）

㉔ 生産・流通システム
（農林水産業のスマート化）

⑯６次産業化
（地域雇用・所得増大） ㉑東日本大震災

（操業再開を阻む技術的課題の解決）

⑳鳥獣害対策
（効果的・効率的被害
防止技術確立）

⑲農業・農村インフラ
（防災・減災情報
システム開発）

⑬環境保全型農業
（生産効率・環境保全
両立技術開発）

消費者ニーズと
食の課題の多様化

生産現場課題を速やかに
解決するための研究開発

中長期的戦略の研究開発

○ 食産業の海外展開に向けた研究

○ 輸出産業化に関する研究

○ 安全で美味しい食を届けるコールドチェーンの
技術・システムの海外展開

○ 米で世界のイニシアチブをとる研究

○ ミラノ博を契機とした日本食が
健康によいというエビデンス作り

○ 食物アレルギーに対応した
食品開発等に関する研究　　　　　

○ 高齢化社会に対応した
認知症予防などの未病対策研究　　　　　

○ 農業と医学の連携に関する研究

○ スマート・デザインによる市場消費形態の革新　　　　　

○ 人材育成や生産性向上、コスト削減等に
ＩＣＴやロボティクス等を活用する研究

○ 食品残渣・ロスに対応した研究

○ ゲノム編集技術と
その安全性に関する研究

○ 意欲ある若者を農林水産業に惹きつける、
生産現場の高度化に向けた研究

○ 農村の人口減少に対応し、少人数での
農地管理等を可能にする研究

※注：上図は農林水産・食品分野における主な政策と農林水産研究基本計画の重点目標の関係性について整理したものであり、
　　「知」の集積と活用の場の位置づけを検討するために使用しております。

農林水産業・地域の
活力創造プラン（４本柱）

生産現場の強化

農村の多面的機能の
維持・発揮

国内外の需要
（需要フロンティア）の拡大

需要と供給をつなぐ
付加価値向上のための
連鎖（バリューチェーン）

の構築

食料・農業・農村基本計画
（主な課題（抜粋）

農林水産研究基本計画
（21項目）

知の集積と活用の場で扱う
研究領域のイメージ

農林水産研究基本計画
（11項目）

農林水産・ 
食品産業の
成長産業化

農林水産・食品分野における主な政策と農林水産研究基本計画の重点目標について

⑨
（
保

Ⅱ
日本食の海外展開に向けた
世界を牽引する食品産業
インフラの構築の実現

に対応した

Ⅲ
IoT社会に適応した個人の
健康状態やライフスタイル
に対応した新産業の創出

農林漁業シ農林漁業シ農林漁業 ステス
（農山漁村漁村村（農山漁村にに賦賦
多様な再再生生生生エエネⅣ

環境にやさしく災害等にも
強い農林水産業の実現

発発）

開開発発発発）

ムム開開開発発）
州州・沖縄畑作沖縄畑作沖縄畑作縄畑作・
性営農システ営農システム開発）ム開発））

㉖ 世界界にににに誇誇れ
強みのああああるる農
（DNAママママーーカカ
ゲノム編ゲノム編ゲノム編編集編集集技技
新たな育種新たな育種技

Ⅰ
担い手不足や規模拡大に
対応した若者が取り組みや
すい「楽農」の実現

「知」の集積と活用の場で推進すべき研究領域については、中間とりまとめにおいて、「農林水産業・地域の活力
創造プラン」の政策課題の４本柱（「生産現場の強化」、「国内外の需要（需要フロンティア）の拡大」、「需要と
供給をつなぐ付加価値向上のための連鎖（バリューチェーン）の構築」、「農村の多面的機能の維持・発揮」）及び
「食料・農業・農村基本計画」の施策４本柱（「高齢化や人口減少による国内食市場の縮小、担い手不足」、「世界の
食市場の拡大と日本食への関心の高まり」、「消費者ニーズと食の課題の多様化」、「農村の多面的機能の維持・
発揮」）を踏まえて、「農林水産研究基本計画」に位置付けられる短期及び中長期の取組事項を整理し、政策と
研究項目の現状について俯瞰しました。

「知」の集積と活用の場で推進する研究領域の検討
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「知」の集積と活用の場においては、各層において参加者が事前に知的財産（権利化、秘匿化、非権利化知的財産
（研究開発のデータ等）を含む）に関する情報の取り扱いについて十分に理解した上で、新たなビジネスモデルが
効果的に創出されるように場の活動が行われることが重要です。このため、「産学官連携協議会」、「研究開発
プラットフォーム」及び「研究コンソーシアム」のそれぞれの会議や事業の開始前に、知的財産の扱いを参加者で
取り決め、十分に共有することを原則とします。想定される一般的なルールは、以下のとおりです。

　特に「知」の集積と活用の場における研究開発モデル事業（マッチングファンド事業）を活用する場合、他の
研究開発支援事業と同様に、日本版バイ・ドール条項を適用し、原則として、知的財産権を研究コンソーシアムに
帰属させることとします。加えて、研究１年目に知的財産の取扱い方針についてグループ内で議論し、その結果
について農林水産省に報告します。また、事業受託者は、研究推進会議において、知的財産マネジメントに関し
て知見を有する者（民間企業における知的財産マネジメントの実務経験者、大学TLO、参画機関の知的財産部
局や技術移転部局等）の助言を得ながら、知的財産マネジメントを進めます。
　ただし、国の支援を受けず、会員同士が自己責任、自己負担で取り組みを行う場合、上記のような制限を設けず、
協議会はこのような活動を妨げないこととします。
この他、農業に関する情報が適切に取り扱われることを目的として、内閣官房で作成されている「農業ITサービス
標準利用規約ガイド」、農林水産省食料産業局で作成されている「農業ICT知的財産活用ガイドライン」を踏まえ、
「知」の集積と活用の場の活動が行われることを目指します。

知的財産に関する情報の取扱いについて6

その結果、検討会では、特に表の左側の「世界の食市場の拡大と日本食への関心の高まり」、「消費者ニーズと
食の課題の多様化」に対応した研究開発が、相対的に少なく、また民間企業や異分野の技術・アイデアを導入して、
更に研究開発を推進すべきとの意見が多く出されました。
これらを踏まえて、本検討会では、当面推進する研究領域として、以下の６テーマを掲げ、試行的なセミナー・
ワークショップ等を実施しました。

上記の６つの研究領域を掲げた試行セミナー・ワークショップについては、いずれも多くの会員が参加しており、
それぞれの領域で農林水産・食品分野と異分野の新たな連携が生まれ、研究開発を通じた新たなビジネスの芽が
創出されることが期待されます。
同時に、我が国農林水産・食品産業にイノベーションを創出するには、既存のアイデアだけに縛られず、従来の
常識を覆す革新的な研究開発を推進していく必要があることから、上記の６つの研究領域以外のものであっても、
将来性の高い領域については、支援の対象として推進していくこととします。

健康長寿社会の
実現に向けた
健康増進産業の

創出

日本食・食産業の
グローバル展開

農林水産業の
情報産業化と
生産システムの

革新

新たな
生物系素材産業の

創出

次世代
水産増養殖業
の創出

世界の種苗産業
における

日本イニシアチブ
の実現

産学官
連携協議会

研究開発
プラットフォーム

研究
コンソーシアム

各会員がオープンにできる情報を基本として議論・検討を行う。

各会員がオープンにできる情報を基本としつつ、必要な場合は、研究開発プラットフォームのメンバー同士で、
覚書きや協定等を交わし、知的財産に関する情報等も含めて議論・検討する。

メンバー間で秘密保持契約を交わすこと等により、適切な情報管理を行うとともに、
研究開発の開始前に、必要な知的財産の権利調整の方針を明確にしつつ研究開発に取り組む。
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研究成果の農林水産・食品産業への活用7
「知」の集積と活用の場では、農林水産・食品分野と異分野の連携はもとより、生産者にも研究開発の段階から
参画いただき、生産現場の問題解決と経営革新につながる技術開発を効果的・効率的に行うことを目指しています。
これにより、研究開発から新たな技術の普及までの期間が大幅に短縮されるとともに、これまで以上に現場の課題に
合った新技術が、経営革新や農林水産物・食品の付加価値向上につながり、生産者の所得向上に寄与していくこと
が重要です。
このため、広く現場に展開すべき研究成果については、会員だけでなく都道府県及び全国の農業関係団体等を
通じて迅速に普及・啓発を図っていくこととします。また、研究開発プラットフォームにおいて構築された新たな
バリューシステムを活用して、研究成果をスピード感を持って商品化・事業化につなげるために、研究開発プラット
フォームの参画企業や生産者が中心となって、新たなベンチャー企業を創出することなどが期待されます。

「知」の集積と活用の場に関する施策の展開方向8
「知」の集積と活用の場では、「産学官連携協議会」、「研究開発プラットフォーム」、「研究コンソーシアム」の３層の
それぞれが戦略的に連携し、個々の研究成果を共有しあうことにより、商品化・事業化に向けてスピード感をもった
研究開発を推進する必要があります。これまでにない研究のスピード感やこれまで農林水産・食品分野だけでは
解決が困難であった課題を解決に導く手段等が明らかになることが期待されます。
このような考えを踏まえ、３つの層が有機的な連携を図り、全体の運営がなされることが重要であり、会員の自
主性を尊重しつつ、協議会としての活動が効果的・効率的に推進されるよう、これらの取り組み全体を総括的に
把握する仕組みが必要です。このため、「知」の集積と活用の場の各層を以下の仕組みにより運用・評価する
ことを想定しています。

今後５年間の推進方法

外部評価
協議会及び研究開発プラットフォームの評価

研究コンソーシアムの評価

「知」の集積と活用の場の全体の活動方針の議論及び活動状況の評価
【評価の視点（イメージ）】
●会員のニーズを捉えた運営活動がなされているか
●活動が研究開発プラットフォーム形成を促す効果を発揮しているか
●プロデューサー人材が適切に能力を発揮しているか
●研究開発を支援する知識・ノウハウを集約しているか
●スピード感を持った研究開発を実現できているか　等

【評価の視点（イメージ）】
●研究開発プラットフォームの知財戦略等に沿った研究開発を適切に
実施しているか
●（マッチングファンド事業）プロデューサー人材が適切なマネジメントを
行っているか
●研究開発プラットフォームのプロデューサー人材との連携・コミュニ
ケーションが適切に図られているか　等

「知」の集積と活用の場のガバナンスと評価について（イメージ）
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「知」の集積と活用の場の今後5年間の流れ（イメージ）
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「知」の集積と活用の場の中長期的視点による展開の必要性 9

国から委嘱を受けた第3者で構成される「知」の集積と活用の場評価委員会（仮称）が、研究開発プラット
フォーム及び研究コンソーシアムの活動開始時期や各支援事業の継続性を考慮しつつ、協議会及び研究開発
プラットフォームの活動方針や活動状況について評価を行います。５年間の事業において、事業開始後３年目を
中間評価、５年目を期末評価と位置付け、３層構造の体制やプロデューサー人材の活動状況、従来の常識を覆し、
イノベーションを創出する革新的研究開発の取組について、当初の目的の達成度合いや課題の明確化を図り、
新たな施策の展開に反映します。

オランダ、ベルギーなど、農林水産・食品産業の競争力を強化している国々では、このような取組を開始して
から５年、10年、15年という中長期的な取組を通じて、多様な民間企業や大学・研究機関等の「知」を集積し、
優れた成果を上げています。グローバル化が進展する中で、我が国がこのような諸外国の取組に追いつき、
かつ、より優れた成果を上げ農林水産・食品産業の競争力の強化を図るためには、スピード感をもった研究
開発を推進しつつ、５年、10年、15年という中長期的な視点を持って「知」の集積と活用の場及びこの場で活躍
する研究人材及びプロデューサー人材を育てていくことが必要です。
このような考え方を踏まえ、平成28年度からの５年間を「知」の集積と活用の場の第１期と位置付けつつ、
更なる発展を期するために、「知」の集積と活用の場の継続的な評価と改善を行うことで、中長期的な視野で
本施策を推進していくことが必要です。本施策を推進する国と「知」の集積と活用の場に参画する産学官連携
協議会の会員は、互いにこのビジョンを共有しつつ、この場がより良いものとなるよう双方が継続的な努力を
していくことが必要です。

■お問い合わせ先
農林水産技術会議事務局研究推進課産学連携室
〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-1
ＴＥＬ：03-3502-8111（内線 5894）
ＦＡＸ：03-3593-2209

「知」の集積と活用の場の構築について
ＵＲＬ：http://www.s.affrc.go.jp/docs/knowledge/knowledge/index.htm

「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会について
ＵＲＬ：https://www.knowledge.maff.go.jp/


